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第４章 健康で活力に満ちた市民スポーツ活動の推進 

余暇時間の増大等の社会環境の変化に伴い、老若男女を問わず、健康・体力づくりに対する関
心とともに多種多様なスポーツ・レクリエーション活動や広範なスポーツイベントへの市民の参
加要求はますます高まってきている。また、上尾市が健康で明るく活力に満ちた都市になるため、
スポーツ都市宣言の趣旨を踏まえ、市民一人ひとりが生涯にわたってスポーツ・レクリエーショ
ンに親しむことのできる機会と場の提供が求められている。 
 こうしたことから、あらゆる機会を通じ個々の体力や適性に応じてスポーツ・レクリエーショ
ン活動ができるよう、施設・設備の整備・拡充をはじめ、スポーツ関係団体の指導・育成のほか、
健康・体力づくりのためのスポーツ大会やスポーツ教室（講座）を開催している。またスポー
ツ・レクリエーション指導者の発掘と養成（育成）など、生涯スポーツ・レクリエーションの向
上を目指した環境整備を推進している。 
 

 

 

 

１ 生涯スポーツ・レクリエーション活動の推進 
市民誰もが気軽にスポーツ・レクリエーション活動に参加できるよう、ライフステージに合わせた活動機会の

拡充を図る。 

（１） スポーツ都市宣言の実績 

市民のスポーツに対する関心と理解を高め、ス

ポーツの生活化を促進するため、スポーツ関連情

報の提供充実をはじめ、スポーツ環境の整備拡

充を推進する。 

○スポーツ都市宣言記念大会用賞状の提供 
○スポーツ関連情報資料の作成と提供 

  ・「スポーツ・レクリエーション行事予定表」の作成 

 ・「スポーツ推進委員活動の記録」発刊(隔年) 

 ・「さわやかあげお」の発行（年３回） 

 

（２） スポーツクラブの育成 

地域のスポーツ愛好者のクラブ結成を促進す

るため、各種スポーツ大会の開催やスポーツ施

設利用者の組織化を推進するとともに、指導者の

紹介などにも力を入れていく。 

また、市民の健康・体力づくりのための機会を提

供するとともに地域スポーツ活動の活性化を図る

ため、体育協会をはじめ各種スポーツ関係団体

等との連携によりシティマラソンや市民体育祭など

のスポーツイベントを開催する。 

  

◎スポーツ大会 

事 業 名 会  場 開催日 対  象 

第２８回いきいきライフ大運動会 上尾市民体育館 東日本大震災の為中止 市内在住の６０歳以上 

第５３回上尾市民体育祭 上尾運動公園陸上競技場 平成２３年１０月９日 市内在住・在勤・在学者 

第２４回２０１１上尾シティマラソン 上尾運動公園陸上競技場 平成２３年１１月２０日 小学５年生以上 

第３０回上尾市民駅伝競走大会 上尾運動公園陸上競技場周辺 平成２４年２月１９日 市内在住・在勤・在学者 
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◎スポーツ教室・講座 

事 業 名 会  場 開催日 対  象 

アクアエクササイズ（水中体操）教室 
上尾スウィン 

スイミングスクール 
6 月～７月 計８回 

市内在住・在勤者の 
１８歳以上初心者 

長生きスポーツ教室 各公民館 ５月～１２月 市内在住の概ね６０歳以上 

スポーツ・レクリエーション講座 上尾市民体育館 ２月木曜日 計４回 市内在住・在勤・在学者 
 

（３） スポーツ・レクリエーション指導者と関係団体の育成 

指導者養成講習会の開催や体育指導委員に関係する各種研修会・講習会の実施と派遣などをとおして指

導者の発掘と養成（育成）を図るとともに、体育協会の各種スポーツ・レクリエーション団体の指導、育成に努め

ている。 

○指導者養成事業 
・ＡＥＤ講習会 

・体育指導委員研修会 

○スポーツ・レクリエーション関係団体の育成 

【【上上尾尾市市体体育育協協会会】】  

・設立 ： 昭和３３年１０月 

・構成団体 ： ４７団体 
 （支部…１０、スポーツ・レクリエーション団体…３３、学校体育連盟〈小・中・高校〉…３） 

・内部組織 ： 常任理事会、理事会、部会 

・主な事業 ： 市民体育祭、市民駅伝、シティマラソン、スポーツ講演会、
レクリエーション大会、スポーツ振興基金の管理運営ほか 

・事務局 ： 市民体育館内 

（４） スポーツ推進委員 

スポーツ推進委員は、教育委員会から委嘱された４４人が連絡協議会を組織し、市が実施するスポーツ事業

の運営協力に当たるほか、委員相互の連絡協調と指導力と資質の向上を図るための研修に積極的に取り組むと

ともに、関係機関・団体との連携を深め、地域に根差した生涯スポーツの一層の推進を図るための活動をしてい

る。 

○スポーツ推進委員 
・定員 ： ５０名 

・任期 ： ２年 

○スポーツ推進委員連絡協議会 

【【活活動動方方針針】】  

 ・地域におけるスポーツ・レクリエーション指導者及び団体・組織の育成 

 ・地域スポーツの推進    ・生涯スポーツの推進 

 ・専門委員会活動の充実    ・スポーツ推進委員相互の連絡協調の推進 

 ・研修会、講習会への積極的な参加 

【【組組織織】】  

  ・内部組織：常任委員会・専門委員会・ 

  ・専門委員会：総務委員会、研修委員会、地域振興委員会 

広報委員会、女性委員会 

【【主主なな事事業業】】  

 ・小学生ドッジボール大会    ・ファミリーバドミントン大会 

 ・軽スポーツ普及講習会…ドッジボール講習会、ニュースポーツ講習会（各体育協会支部を対象） 

 ・研修会･･･軽スポーツ、ドッジボール等の実技及び審判講習会 

 ・県内研修会、先進地視察等 

 ・その他･･･県と各種団体等が実施する事業に対する運営協力、各種研修会・講習

会への参加、親睦事業等 
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２ スポーツ・レクリエーション施設の整備 
市民が身近な所でスポーツ・レクリエーション活動が行えるよう、ソフトボール、野球やサッ

カーなどが実施可能な多目的運動広場を整備していくとともに学校体育施設の有効活用と市民体

育館の円滑な運営を推進する。 

 

（１）学校体育施設開放事業 

  市民のスポーツ活動の場として市内小・中学校の校庭や体育館を開放し、地域スポーツの振興とコミュ

ニティづくりの推進に努めている。開放にあたっては、各学校単位に学校施設開放運営委員会を設置し円

滑な運営を図っている。また、東小学校の校庭には、夜間照明施設を設置しサッカーや軽スポーツを行う

場として開放している。 

◎屋外運動場・屋内運動場（体育館） 

〔開放日時〕 

区 分 利用施設 利 用 時 間 利 用 者 

土曜日 校 庭 １３：００～１８：３０ (日没まで） 利用に当たっては、教育

委員会への団体登録が必

要（市内在住・在勤・在学

の者で構成する１０人以上

の団体） 

 体育館 ８：００～１２：００ 

   １２：００～２１：００ 

日曜日 校 庭 ８：００～１２：００ 

   １２：００～１８：３０ （日没まで） 

  体育館 ８：００～１２：００ 

   １２：００～２１：００ 

平日（月～金曜日） 体育館 １９：００～２１：００ 

※18:30 より前に日没した場合は、日没までの時間とする。 

※利用できる運動種目 
・屋外運動場 … ソフトボール、バレーボール、少年サッカー、少年野球、その他軽スポーツ 

及びレクリエーション的なスポーツ 
・屋内運動場 … バレーボール、バスケットボール、バドミントン、卓球、武道、その他の軽スポーツ 

及びレクリエーション的なスポーツ 
・上記以外は教育委員会が特に許可した種目 

 

◎夜間照明屋外運動場 

東小学校の校庭に夜間照明施設を設置し、市民に 

開放している。（平成２３年度は、節電対策により中止） 

利用できる種目は、ソフトボール・サッカーと教育委 

員会が許可した種目であり、開放時間は午後７時から 

９時（準備と後片付けに要する時間を含む）までで、利 

用者は教育委員会に学校開放団体として登録してあ 

る団体で、１時間の使用料は 1，5００円となっている。 

開放期間は５月から１０月まで、申し込みはスポーツ 

振興センターで受け付けている。 
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◎平成２２年度学校開放施設利用状況                                     （単位：人） 

学校名 校庭 体育館 合計 学校名 校庭 体育館 合計 

上 尾 小 １，８８７ ２，３９７ ４，２８４ 東 町 小 ４，７３６ ５，６１２ １０，３４８ 

中 央 小 ５，１８５ ４，９３２ １０，１１７ 平方北小 ６，５１５ ７，５５５ １４，０７０ 

大 谷 小 ９，０８０ ６，７５５ １５，８３５ 大石北小 ８，３６５ ５，３６０ １３，７２５ 

平 方 小 ３，８１４ ５，１８８ ９，００２ 上平北小 ８，５９７ ８，２３４ １６，８３１ 

大 石 小 １２，３９２ ６，２１５ １８，６０７ 小学校合計 １６４，５７７ １１６，４７０ ２８１，０４７ 

原 市 小 １１，２７０ ８，０５２ １９，３３２ 上 尾 中 ４，３８７ ２，６１０ ６，９９７ 

上 平 小 ６，０３１ ４，２２１ １０，２４２ 太 平 中 ３，６６１ ６，５８８ １０，２４９ 

富士見小 ９７５ ５１０ １，４８５ 大 石 中 ４１６ ３，２２１ ３，６３７ 

尾山台小 １１，６９０ ６，２４５ １７，９３５ 原 市 中 ２，１８５ ３，３６９ ５，５５４ 

東 小 １０，８３０ ４，１５５ １４，９８５ 上 平 中 ８１４ １，４９０ ２，３０４ 

大石南小 ９，５７０ １，７４８ １１，３１８ 西 中 １，２９０ ２，５００ １５，４００ 

平方東小 ８，１５０ １０，０７５ １８，２２５ 東 中 ３，４２７ ３８３ ３，８１０ 

原市南小 １０，６１８ ７，３５８ １７，９７６ 大石南中 ０ ０ ０ 

鴨 川 小 １１，１３３ ４，６２７ １５，７６０ 瓦 葺 中 ４，９７５ ５，３７０ １０，３４５ 

芝 川 小 ７，１９５ ７，５２２ １４，７１７ 南 中 ２，５２０ １，０９２ ３，６１２ 

瓦 葺 小 ３，１４０ ４，７７９ ７，９１９ 大 谷 中 ２，３５６ ２，０６０ ４，４１６ 

今 泉 小 １１，７５７ ３，０４１ １４，７９８ 中学校合計 ３７，６４１ ２８，６８３ ６６，３２４ 

西 小 １，６４７ １，８９９ ３，５４６ 総 計 ２０２，２１８ １４５，１５３ ３４７，３７１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



〔 第４章 生涯スポーツ・レクリエーション活動 〕 

〔 ２ スポーツ・レクリエーション施設の整備 〕 111 

（２）体育施設整備 

急速に進行している高齢化や高度情報化、労働時間の短縮と女性のライフサイクルの変化など

により余暇時間が増大していく中で、人々の健康・体力づくりに対する関心やスポーツ・レクリ

エーション活動への欲求はますます多様化、高度化の様相を呈している。 

そして、市民自らの健康・体力を維持増進し明るく豊かで活力に満ちた生活を送るためには、

日常生活の中にスポーツを取り入れ、スポーツ活動に積極的に参加しながら、生涯を通じてスポ

ーツ・レクリエーションに親しめるよう、行政と地域、スポーツ関係団体が協力して総合的なス

ポーツ振興施策を実施していくことが求められている。 

しかしながら、現時点では人口の増加とともに急激に増加を続けるスポーツ人口に対応してス

ポーツ・レクリエーション活動の推進を図る上においては、まだ条件が十分に整っていない状況

にある。特に、屋外体育施設については、早急に整備していくことが課題となっている。 

 

◎平塚サッカー場 

平塚サッカー場は、総合福祉センター南

側の敷地（所在地：大字平塚５３６番地１）に、

サッカーコート１面（１０５m×６８ｍ）、芝生ス

タンド、トイレ、駐車場を完備した施設です。使

用料は下表のとおり。申し込み方法など詳しく

はスポーツ振興センターへ。 

◎平方野球場 

平方野球場は、平方公民館西側の敷地（所在

地：大字平方７９３番地）に、野球場１面（両翼９０

m、中堅１１５ｍ）、トイレ、駐車場を完備した野球

専用施設です。使用料は下表のとおり。申し込み

方法など詳しくはスポーツ振興センターへ。 

【平塚サッカー場・平方野球場使用料】 

 午前１ 午前２ 午後 

一般・学生 １，０００ 円 １，０００ 円 １，０００ 円 

児童・生徒 ５００ 円 ５００ 円 ５００ 円 

◎平方スポーツ広場 

平方スポーツ広場は、平方小学校西側の敷地（所在地：大字平方１１８５番地）に、野球場、多目的広

場、ソフトボール場（A・B）、グラウンドゴルフ・ゲートボール場があり、使用料は下表のとおり。申し込み方法

など詳しくはスポーツ振興センターへ。 

〔利用できる運動種目〕 

〔利用料金〕 

【利用区分】 

「児童･生徒」：中学生以下の人が利用する場合、または主

に中学生以下の人が利用する場合 

「一般･学生」：上記以外の人が利用する場合 

【利用単位】 

「午前１」： 午前８時～１１時 

「午前２」： 午前１１時～午後２時 

「午 後」： 午後２時～５時

多目的広場 野球場 ソフトボール場（Ａ・Ｂ） 
グラウンドゴルフ場 
ゲートボール場 

野球、サッカー、ソフトボー
ル、軽スポーツと教育委
員会が認めた運動種目 

野球、ソフトボール、軽スポ
ーツと教育委員会が認め
た運動種目 

少年野球、少年ソフトボー
ル、軽スポーツと教育委員
会が認めた運動種目 

グラウンドゴルフ、ゲートボ
ール、軽スポーツと教育委
員会が認めた運動種目 

               利用単位 

利用区分 
午前１ 午前２ 午 後 

野球場 
多目的広場 

一般・学生 １，０００ 円 １，０００ 円 １，０００ 円 

児童・生徒 ５００ 円 ５００ 円 ５００ 円 

ソフトボール場 Ａ 
ソフトボール場 Ｂ 

一般・学生 ６００ 円 ６００ 円 ６００ 円 

児童・生徒 ３００ 円 ３００ 円 ３００ 円 

グラウンドゴルフ場 
ゲートボール場 

一般・学生 ４００ 円 ４００ 円 ４００ 円 

児童・生徒 ２００ 円 ２００ 円 ２００ 円 
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（３）市民体育館の整備と管理運営 

市民の健康・体力の保持増進とスポーツ・レクリエーションの拠点としての市民体育館の施

設・設備整備を推進するとともに市民体育館機能の充実を図る。 

①運営方針 

・・市市民民ススポポーーツツ活活動動拠拠点点  
市民の健康と体力の保持増進のための身体的

活動とスポーツ愛好者の自発的・自主的スポー

ツ活動の拠点として、市民スポーツの普及・振興

を図る。 

・・施施設設のの効効率率的的利利用用のの促促進進  
市民に開かれたスポーツ・レクリエーション施設と

して、だれでも手軽に利用できるよう、施設利用

の効率化を図る。 

・・施施設設・・設設備備のの充充実実  
市民の多様化するスポーツ活動が、その能力・

適性に応じて効果的に行えるよう、施設・設備の

充実を図る。 

・・安安全全管管理理のの徹徹底底  
市民の身体的活動が安全に行えるよう、施設・設

備と競技用具等の点検、利用者の規律やマナー

についての指導を徹底し、安全の確保に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②施設の概要 

  ・所在地  上尾市向山四丁目３番地１０ 

  ・電話番号 ７８１－８１１１ 

  ・利用時間  午前９時～午後９時 

  ・休館日  年末年始（１２月３１日～１月２日）・臨時休館日 年４日 

施設名 面積 備考 

アリーナ 
フロア 

(48m×38m) 

バレーボールコート３面 
バスケットボールコート２面 

バドミントンコート１２面 
ハンドボールコート１面 
卓球台３２台 

卓球室 （ｻﾌﾞｱﾘｰﾅ） フロア （308 ㎡） 卓球台８台 

体力相談室兼ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ室 フロア （301 ㎡） トレーニング器具を利用して健康・体力の増進 

柔道場 フロア （333 ㎡）  

剣道場 フロア （308 ㎡）  

弓道場 118.41 ㎡ 弓道(三人立) 

庭球場 7,410 ㎡ 全天候型２面  クレー４面 

会議室 フロア （129 ㎡） 全面利用 ９０人  
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③市民体育館自主事業 

○種目別個人開放 

市民の自主的スポーツ活動の促進と技術水準の向上を図り、市民スポーツの普及振興に寄与する

ことを目的として実施している。 

種 目 期日 時間 

バドミントン 毎週火曜日 １８：００～２１：００ 

バスケットボール 毎週金曜日 １８：００～２１：００ 

卓球 

毎週金曜日 １８：００～２１：００ 

毎週土曜日 
９：００～１８：００ 

毎月第４月曜日 

毎週日曜日・祝日 ９：００～２１：００ 

バレーボール 毎週土曜日 １８：００～２１：００ 

○トレーニング室利用認定講習会 

トレーニングの利用者に、ウェート・トレーニングとサーキット・トレーニングの基礎的理論と実技を習得

させ、市民の体力づくりに寄与することを目的として実施している。 

期日 時間 

毎月第４日曜日 １３：３０～１６：３０ 

毎月第２水曜日 １８：００～２１：００ 
  

対象 備考 

トレーニング室を初めて
利用する人（高校生以上） 

受講者に「トレーニング室 
使用許可証」を交付 

※期日変更の場合あり。 

 

④施設の利用状況 

 〔年度別・月別施設利用人数の推移〕 

  平成１０年度 平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 

４月 ２０,４３５ １６,８４３ １７,７１５ １６,５０３ １５,７６３ １５,５５８ １７，９０４ １６，７３３ 

５月 １５,８４８ １９,２５２ １８,６１５ １８,７２０ １９,８９７ １８,４１８ １９，３９０ １７，９０５ 

６月 ２０,８６５ １８,９１５ ２０,４６２ １９,３９６ ２０,３１２ １７,５６２ １８，７１１ ２０，５０６ 

７月 １５,６７０ １８,２０２ １９,０８９ ２１,０１３ １８,１７６ １８,４４３ １８，７６６ １７，１４４ 

８月 １１,０６２ １８,６２２ １６,０５２ １７,１５２ １６,６２３ １７,９５５ １６，７３０ １６，４６１ 

９月 １４,４３１ １７,０１６ １７,３５７ １７,６５８ １７,６７１ １９,５８１ ２０，００９ １７，２８４   

１０月 １７,２２８ １９,２０５ １９,１６５ ２０,６８７ １８,５４９ １９,３３１ １８，９７１ １７，１８５ 

１１月 １２,３４０ １５,５１５ １４,６８０ １５,４１８ １４,９３１ １５,５４３ １４，１８７ １３，７５２ 

１２月 １２,５０８ １６,１６７ １５,７３５ １６,７８６ １５,２０７ １５,７４２ １５，８７２ １５，７４１ 

１月 １１,２５５ １６,０２０ １６,５２５ １６,４１０ １３,６６３ １５,７５７ １５，８４２ １５，５４３ 

２月 １２,６９０ １５,３８７ １５,１２０ １６,７７０ １６,４２５ １６,０２２ １５，９３０ １６，５４６ 

３月 １４,１８１ １７,１３２ １９,２５７ １７,５１３ ２０,２７４ １８,７４６ ２０，４３４ ８，０２０ 

合計 １７８,５１３ ２０８,２７６ ２０９,７７２ ２１４,０２６ ２０７,４９１ ２０８,６５８ ２１２,７４６ １９２,８２０ 

※平成２３年３月１１日より、東日本大震災の被害の為、アリーナは使用不可。 
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